平成２２年度　特定施設入居者生活介護事業者の公募に関するＱ＆Ａ
平成２２年１１月５日
１　公募要件について
　Ｑ１－１　介護専用型で開設した後、介護予防の指定を取ることは可能か。
　Ａ１－１　介護専用型の募集であり、開設後も介護専用型として運営していただくことを前提とする選定なので、介護予防の指定を取ることは原則として不可とする。
　Ｑ１－２　既存の介護付有料老人ホームの増床は、応募の対象となるのか。
　Ａ１－２　今年度の公募において、既存施設の増床は対象外である。
　Ｑ１－３　介護専用型有料老人ホームに短期入居者生活介護事業所（ショートステイ）を併設することは可能か。
　Ａ１－３　入居施設（住宅型有料老人ホーム、高齢者専用賃貸住宅など）を併設することは認められないが、短期入居者生活介護事業所（ショートステイ）その他の入居施設以外の事業所を併設することは認められる場合もあるので、千葉県高齢者福祉課及び保険指導課と協議し、具体的な図面を作成した上で当課に相談してもらいたい。
２　事業計画書の提出について
　Ｑ２－１　各室面積表には、居室面積のみの記載でよいのか。それとも、すべての部屋の面積の記載が必要か。
　Ａ２－１　すべての部屋の面積の記載が必要である。
　Ｑ２－２　配置図に記載すべき事項は何か。
　Ａ２－２　配置図には、縮尺、方位、敷地境界線、道路境界線、道路名称、道路幅員、敷地内及び境界線内の高低差、敷地内の建築物の位置並びに外構計画（駐車場、避難計画を含む。）を記載すること。
　Ｑ２－３　管理者、生活相談員等に配置する人員が未定の場合は、経歴書にはどのように記入すればよいか。
　Ａ２－３　求める資格、経歴、研修受講状況等を記入し、その他の欄は「未定」と記入すること。なお、指定申請時、開設後も引き続いて事業計画書の経歴書に記載されたものと同等の資格、経歴等を有する人員を配置することが必要となるので、注意すること。
　Ｑ２－４　建物のみを賃借して事業を行う計画の場合は、建物所有者の内諾書は必要となるのか。
　Ａ２－４　建物と土地所有者が同一である場合は当該所有者の内諾書が、建物と土地所有者が別である場合は建物に係る内諾書及び土地所有者が建物所有者に土地の使用を認める旨の内諾書が必要となる。事業者が土地又は建物を使用して事業を行うに当たり、必要な権原を有する（又は有する見込みがある）ことが判る書類が必要となる。
　Ｑ２－５　事前の地域住民説明会については地域住民が少ない場合、個別に行うことは可能か。
　Ａ２－５　周辺住民に対する説明の方式については問わないが、確実に説明を実施することが必要である。
　Ｑ２－６　近隣説明の時期について、オーナー側より公募選定後にしてほしい旨の要望がある。事業計画書提出の段階では近隣説明ができていないものは受付不可なのか。あるいは受付をしても、選定に当たり不利な取扱いを受けるのか。
　Ａ２－６　「周辺住民に対する説明資料」は、事業計画書の添付書類として必要なものなので、この添付書類を欠く事業計画書の受付はできない。周辺住民に対する説明は、周辺住民への説明不足、情報提供不足を原因とした将来的なトラブルの防止に加え、周辺住民の理解又は協力が持続的な事業運営に不可欠であることに基づくものであるから、事業計画書提出前に十分な周辺住民説明を実施することが必要である。
　Ｑ２－６－２　周辺住民への説明について、「周辺住民」とはどの範囲までを指すのか。

　Ａ２－６－２　立地、周辺環境等によって説明すべき「周辺住民」の範囲は異なるため、画一的な基準は設けていない。周辺住民へ説明することを求める趣旨はＡ２－６に掲げているので、これを十分に踏まえて説明を行うことが必要である。例として考えられる説明対象は、事業計画地に隣接又は近接する土地の所有者、居住者や地元自治会等などである。

　Ｑ２－７　中央区で公募申込みをしているが、この変更又は追加は可能か。
　Ａ２－７　公募申込書に記載していただいたものは「事業所・施設の予定地」なので、事業計画書の提出までの間は、この変更は可能である。公募申込みの数を超えた事業計画の追加については認められない。
３　審査基準について
　Ｑ３－１　機能訓練室又は食堂の基準のうち、通路部分は面積算入できないとのことだが、室内の動線（食堂内のダイニングテーブルの間等）についても1.8m確保し、室面積からその部分を除かなければならないのか。
　Ａ３－１　ここにいう「通路」とは「廊下」に該当するもので、室内の動線部分はこれに当たらない。機能訓練室又は食堂として面積算入することができるものは、専ら機能訓練室又は食堂としての使用に供する部分のみである。
　　　【食堂面積に算入できない「通路」（廊下）の例】＊着色部分が一体のオープンスペースの食堂である場合
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　　　　※　評価基準では「通路」の語を用いましたが、意味の混同を避けるため、この図では「廊下」の語を用いました。
